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○大町市就業者等移住支援金交付要綱 

令和元年６月２８日 

告示第１４号 

改正 令和２年５月１９日告示第９２号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、市の定住促進事業を拡充し、移住人口の増加を図るため、特定の

地域から移住し、就業又は創業をした者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する

ことについて、市費補助金交付規則（平成８年規則第１６号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 移住 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条の規定による

転入の届出をし、市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を市内に置く

ことをいう。 

（２） マッチングサイト 長野県が開設する求職者を対象とするインターネット

サイトをいう。 

（３） 選定企業 長野県が選定した法人であって、マッチングサイトに求人情報

を掲載したものをいう。 

（４） 移住支援金 この要綱に基づき交付する移住に対する補助金をいう。 

（５） 創業支援金 国の地方創生起業支援事業に基づき、長野県が補助する事業

者が交付する補助金をいう。 

（交付対象者） 

第３ 移住支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、第１号

に掲げる要件に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる要件のいずれかに該当す

る者とする。 

（１） 平成３１年４月１日以降に移住した者で、次のいずれにも該当するもの 

ア 移住をする直前の１０年間のうち、通算して５年以上、東京圏（東京都、埼

玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。）、愛知県又は大阪府に

在住する者であって、移住をする直前に、連続して１年以上東京圏、愛知県又

は大阪府に在住していた者であること。 

イ 移住をする直前の１０年間のうち、通算して５年以上、就労していた者（被

用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていた者に限る。）であ

って、移住をする直前に、連続して１年以上、就労していた者であること。こ

の場合において、当該就労の期間の起算日は、移住をする３月前まで遡ること

ができる。 

ウ 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

でないこと。 

（２） 次に掲げる就業の要件のいずれにも該当する者 

ア 移住後の勤務地が、東京圏以外であること。 

イ マッチングサイトに掲載された求人に応募し、採用された者であること。 



ウ 就業先が交付対象者の３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職

務を務めている選定企業でないこと。 

エ 週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて選定企業に就業し、申請時に当該

選定企業に連続して３月以上在職していること。 

オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象と

して掲載された日以降であること。 

（３） 創業支援金の交付決定を受けた者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者と

しない。 

（１） 交付対象者に対する市の移住支援金の交付が、UIJターン就業・創業支援

移住事業補助金交付要綱（平成３１年３月２９日付３０労雇第３１５号、３０産

経創第１８８号長野県産業労働部長通知）に基づく長野県の補助金の交付対象と

ならない場合 

（２） 交付対象者がこの事業と趣旨を同じくする他の移住に対する国又は県の補

助金等の対象者となる場合 

（３） 交付対象者の配偶者又は生計を一にする者が移住支援金の交付を受けたこ

とがある場合 

（移住支援金の額） 

第４ 移住支援金の額は、別表のとおりとする。 

（交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。 

（１） 移住支援金の交付の申請をした日（以下「申請日」という。）から５年を

超えて市内に居住すること。 

（２） 選定企業において、申請日から５年を超えて就労すること（就業した者に

限る。）。 

（３） 前２号の条件に該当しなくなった場合は、速やかに市長に報告し、指示を

受けること。 

（４） 移住支援金の交付後の報告を、定められた期限内にすること。 

（登録申請） 

第６ 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付対象者登録申請書

（様式第１号）及び同意書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、次の各号に掲げる者ごとに、それぞれ当該各

号に掲げる日とする。 

（１） 就業した者 企業等に就業した日から３月以内 

（２） 創業した者 創業支援金の交付決定日から１月以内 

（交付申請及び実績報告） 

第７ 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書

（様式第３号）に、誓約書（様式第４号）、就業証明書（様式第５号）その他必要

な書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の書類の提出期限は、毎年度１月２０日までとし、移住して３月を経過した

日から移住して１年以内に、次の各号に掲げる者ごとに、それぞれ当該各号に掲げ
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る日以後に提出することができる。 

（１） 就業した者 企業等に就業後３月を経過した日 

（２） 創業した者 創業支援金の交付決定日 

（交付決定及び額の確定等） 

第８ 市長は、第７第１項の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査

し、適当と認めるときは、移住支援金交付決定兼確定通知書（様式第６号）により、

当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めるとき

は、その理由を付して、移住支援金不交付決定通知書（様式第７号）により、当該

申請者に通知するものとする。 

（移住支援金の請求） 

第９ 第８第１項の規定による通知を受けた者が移住支援金の交付を受けようとす

るときは、移住支援金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（就業等の報告） 

第１０ 移住支援金の交付を受けた者（就業した者に限る。）は、移住支援金の交付

を受けた日の属する年度の翌年度以降５年間、毎年４月３０日まで及び申請日から

５年を超えた日の属する月の翌月末までに、それぞれ就業証明書（様式第５号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 移住支援金の交付を受けた者（創業した者に限る。）は、創業支援金の交付決定

を取り消されたときは、直ちに市長に報告しなければならない。 

（移住支援金の返還） 

第１１ 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる場合に

該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の移住支援金の返還を請求するもの

とする。 

（１） 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合 全額 

（２） 申請日から３年未満の期間に市外に転出し、又は移住支援金の要件を満た

す職を辞した場合 全額 

（３） 創業支援金の交付決定を取り消された場合 全額 

（４） 申請日から３年以上５年以内の期間に市外に転出し、又は移住支援金の要

件を満たす職を辞した場合 半額 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の返還の

請求は行わない。 

（１） 就業した企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市

長が認めるとき 

（２） 移住支援金の交付を受けた者が引き続き市内に住所を有する場合であって、

申請日から１年以上５年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、当該職を辞

してから３月以内に再度移住支援金の要件を満たす別の職に就いたとき 

（委任） 

第１２ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 



この要綱は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日以後に移住した者

に対し適用する。 

附 則（令和２年５月１９日告示第９２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の大町市就業者等移住支援金交付要綱第３の規定は、令和

２年４月１日以後に移住をした者に適用し、同日前に移住をした者については、な

お従前の例による。 

別表（第４関係） 

区分 支援金の額 

単身の世帯 ６０万円 

２人以上の世帯 １００万円 

（注） ２人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。 

１ 申請者を含む２人以上の世帯員が、移住前において同一世帯に属していたこと。 

２ 申請者を含む２人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。 

３ 申請者を含む２人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後３月

以上１年以内であること。 


